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  平成19年4月から、
   町税及び上下水道料金がコンビニエンスストアで納められるようになります。

�　コンビニ収納システム導入効果について

　【住民の利便性の向上】
　コンビニという身近な場所で、夜間、休日を問わ
ず24時間納税等の支払が可能となり、住民（納税
者）の皆さんの利便性の向上が図られます。
　【収納率の向上】
　全国約35,000店のコンビニでの支払いが可能と
なるため、時間的な制約から金融機関等に納めに行
くことができない理由から滞納となっている滞納
者及び町外滞納者に対して、徴収率の向上とともに
納期内納税率の向上が期待できます。
　【業務の効率化】
　納税者がコンビニ店頭で支払った収納情報は、コ
ンピューター処理後の翌日（銀行営業日）に町へ収
納データが伝送されるので、消込処理や督促業務等
の効率化が図れます。

�　納付場所

　4月からの町税及び上下水道料金は、次の場所で納
付することができます。
　・上富良野町指定金融機関
　　　旭川信用金庫
　・上富良野町収納代理金融機関
　　　ふらの農業協同組合　上富良野支所
　　　空知商工信用組合（道内全域）
　　　北海道銀行（道内全域）
　　　北海道労働金庫（道内全域）
　　　北洋銀行　富良野支店
　・郵便局（税は全国・上下水道料金は道内全域のみ）
　・上富良野町役場会計課窓口

　また4月からは、次の全国21社のコンビニエンスス
トアで納付することができます。（料金が30万円以下
の納付に限ります。）
　　①セイコーマート（北海道・関東に限定）
　　②セブン－イレブン
　　③ローソン
　　④エーエム・ピーエム　　　　⑤エブリワン
　　⑥くらしハウス　　　　　　　⑦ココストア
　　⑧コミュニティ・ストア　　　⑨サークルK
　　⑩サンクス　　　　　　⑪スパー北海道・スパー九州
　　⑫スリーエイト　　　　⑬スリーエフ
　　⑭生活彩家　　　　　　⑮セーブオン
　　⑯ディリーヤマザキ　　⑰ファミリーマート
　　⑱ポプラ　　　　　　　⑲ミニストップ
　　⑳ヤマザキディリーストアー
　　�HOT　SPAR（東北・関東・沖縄に限定）　

�　納期内納付にご協力をお願いします！
　町税及び上下水道料金は、納付期限を守って納付
するようお願いします。
　なお、特別の事情もなく、納期内に納入されない
場合は、財産(預金、給料、不動産、生命保険等)の
差押え及び行政サービスの制限、給水停止等の措置
が執行される場合があります。
　納入にあたっては、確実で便利な口座振替をご利
用ください。口座振替の手続は役場窓口か取扱の
金融機関窓口で簡単に手続ができます。
　町税及び上下水道料金の納期は次のとおりです。

☆町税納期
納付期限納期税　目
4月30日1軽自動車税
5月31日1固定資産税 9月30日2
6月30日1町道民税 11月30日2
7月31日1

国民健康

保険税

8月31日2
9月30日3
10月31日4
11月30日5
1月31日6

☆上下水道料金納期
納付期限税　目
奇数月の
各月末

線路から東側
地区

偶数月の
各月末

線路から西側
地区

毎月末簡易水道地区

　これまで、町税や公共料金等の納入方法は、口座振替の手続をして口座引き落としとするか、
又は金融機関や役場会計窓口等に直接出向いて納入する方法に限られていました。
　しかし、直接出向いて納入する方法では、納入窓口の開設時間や曜日が限られていることか
ら、共働きや生活様式の多様化が進むなか、収納窓口の開設時間に納入することができないな
ど、納税等の収納サービスは万全ではありませんでした。
　そのため、コンビニ収納システムを導入することにより、住民の皆さんの納税等に関する利
便性を確保するとともに、納税手段の拡大を図ることによる収納率の向上をめざして、平成19
年4月から、町税（軽自動車税、固定資産税、個人町民税、国民健康保険税）及び上下水道料
金（簡易水道料金を含む）について、全国のコンビニエンスストアでの支払が可能となります。
　また、4月からは郵便局及び北海道銀行でも支払ができるようになります。

　町税及び上下水道料金の納付書が変わります。
　この納付書は指定金融機関、郵便局、
　コンビニどこでも支払いができます。

※コンビニの納付書サンプルは、別紙のとおりです。
　

　　●問合せ
　　　税務課税務班��６９８９
　　　建設水道課上下水道班��６９８２　　



※ 町税のコンビニ収納できる納付書です（サンプル）

※ 上下水道料金のコンビニ収納できる納付書です（サンプル）


